
Ａ町附属機関設置条例 

 （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく

本町の附属機関の設置等については、法律又は他の条例に定めるもののほか、この条

例の定めるところによる。 

（附属機関の設置） 

第２条 本町の執行機関は、別表第１の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、担任する事務に応じ、それぞれ

別表第２の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置することができる。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第１又は別表第２の所掌事務の欄に掲げ

るとおりとする。 

 （組織） 

第４条 附属機関を組織する委員その他の構成員（以下｢委員等｣という。）の定数は、

それぞれ別表第１又は別表第２の定数の欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると

認めるときは、附属機関に臨時の委員等（以下｢臨時委員等｣という。）を置くことが

できる。 

３ 前２項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じ

て執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第５条 附属機関の委員等（臨時委員等を除く。以下この項及び次項において同じ。）

の任期は、それぞれ別表第１又は別表第２の任期の欄に掲げるとおりとする。ただ

し、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員等は、再任されることができる。 

３ 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了し

たときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。 
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 （部会等） 

第６条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要が

あると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。 

 （秘密保持義務） 

第７条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、本町の附属機関の組織及び運営その他附属機関

に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に別表第１又は別表第２に掲げる附属機関に相当する合議体

（以下｢従前の合議体｣という。）の委員等である者は、この条例の施行の日に、第４

条第３項の規定により当該別表第１又は別表第２に掲げる附属機関の委員等として委

嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命された

ものとみなされる委員等の任期は、第５条第１項の規定にかかわらず、同日における

従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

別表第１（第２条関係） 

執行機関 附属機関 所掌事務 定数 任期 

町長 Ａ町障害者認定

審査会 

所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第７９条に規定する障害

者控除の対象者の認定等につい

て審査すること。 

６人以内 ２年 

Ａ町老人ホーム

入所判定委員会 

老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）第１１条第１項第１

３人以内 ２年 



号又は第２号の規定に基づく老

人ホームへの入所措置の要否に

ついて審査すること。 

Ａ町福祉有償運

送等運営協議会 

道路運送法施行規則（昭和２６

年運輸省令第７５号）第４９条

第１項第３号に規定する福祉有

償運送について審議すること。 

１０人以内 ２年 

Ａ町子ども・子

育て会議 

子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第７７条第

１項に規定する合議体で、子ど

も・子育て支援に関する施策及

び施設利用定員について審議す

ること。 

２０人以内 ２年 

Ａ町予防接種健

康被害調査委員

会 

本町が実施する予防接種による

健康被害その他予防接種の実施

において必要な事項を調査する

こと。 

４人以内 ２年 

Ａ町地域密着型

サービス運営委

員会 

地域密着型サービスの運営を適

正かつ円滑に行うために必要な

事項を審議すること。 

６人以内 ３年 

Ａ町地域包括支

援センター運営

協議会 

地域包括支援センターの運営を

適正かつ円滑に行うために必要

な事項を審議すること。 

１０人以内 ２年 

Ａ町空家等対策

協議会 

空家等対策計画の作成及び変更

並びに実施について審査又は審

議すること。 

８人以内 ２年 

教育委員会 Ａ町奨学振興会 育英事業及び学育振興備品整備 １０人以内 ２年 



事業の実施について審査又は審

議すること。 

Ａ町教育委員会

外部評価委員会 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第２６条第１項に規

定する点検及び評価について審

議すること。 

５人以内 ３年 

Ａ町学校給食セ

ンター運営委員

会 

学校給食の実施及び学校給食セ

ンターの運営を適正かつ円滑に

行うために必要な事項を審議す

ること。 

７人以内 ２年 

別表第２（第２条関係） 

附属機関 所掌事務 定数 任期 

計 画 の 策 定

等 に 係 る 委

員会 

計画的な町政の運営を図る

ため、各分野における計画

の策定又は変更についての

審査又は審議に関するこ

と。 

それぞれの

委員会ごと

に２０人以

内 

委嘱され、又は任命され

た日から計画が策定され

る日又は変更される日ま

で 

受 託 者 の 選

定 に 係 る 委

員会 

本町が発注する業務等に係

る受託者の選定及びこれに

伴う事務についての審査又

は審議に関すること。 

それぞれの

委員会ごと

に１５人以

内 

委嘱され、又は任命され

た日から受託者が選定さ

れる日又はこれに伴う事

務が終了する日まで 

本 町 財 産 の

使 用 者 等 の

選 定 に 係 る

委員会 

本町の財産、権利等を使用

させ、又は譲渡する相手方

の選定及びこれに伴う事務

についての審査又は審議に

関すること。 

それぞれの

委員会ごと

に１５人以

内 

委嘱され、又は任命され

た日から相手方が選定さ

れる日又はこれに伴う事

務が終了する日まで 



補 助 金 、 助

成 金 等 の 交

付 対 象 者 の

選 定 に 係 る

委員会 

本町が実施する補助金、助

成金等の交付対象者の選定

及びこれに伴う事務につい

ての審査又は審議に関する

こと。 

それぞれの

委員会ごと

に１５人以

内 

委嘱され、又は任命され

た日から交付対象者が選

定される日又はこれに伴

う事務が終了する日まで 

適 格 者 、 適

任 者 等 の 選

考 に 係 る 委

員会 

本町の各分野における功労

者の選考その他の功績、実

績、適性、能力、経験等を

踏まえた適格者、適任者等

の選考及びこれに伴う事務

についての審査又は審議に

関すること。 

それぞれの

委員会ごと

に１５人以

内 

委嘱され、又は任命され

た日から適格者、適任者

等が選考される日又はこ

れに伴う事務が終了する

日まで 

作 品 、 実 演

等 の 選 考 に

係る委員会 

作品、実演等の選考及びこ

れに伴う事務についての審

査又は審議に関すること。 

それぞれの

委員会ごと

に１０人以

内 

委嘱され、又は任命され

た日から作品、実演等が

選考される日又はこれに

伴う事務が終了する日ま

で 

 

 


